
事 務 連 絡 

令和２年７月２日 

 

介護保険施設・事業所開設者 殿 

高齢者福祉施設開設者 殿 

 

富山県厚生部高齢福祉課長 

 

 

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う不織布マスクの配布について（ご案内） 

 

 

日ごろより、高齢者福祉施策の推進に格段のご配慮をいただき、厚くお礼申しあげます。 

標記の件について、新型コロナウイルスの第２波に備え、貴施設・事業所が感染防止対策を行いなが

らサービスを継続いただけるよう、下記のとおり不織布マスクを無償配布させていただきますので、ご

活用ください。 

 

記 

 

１ 配布対象施設・事業所 

令和２年６月１日時点で指定（または許可）を受けている介護サービス事業所及び介護予防支援

事業所、認可を受けている養護老人ホーム、届出をしている軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並

びに登録を受けているサービス付き高齢者向け住宅（以下、「施設等」という。） 

 

２ 配布数量及び物品 

サービス種別 配布数量 配布物品 

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

認知症対応型共同生活介護（GH)、有料老人ホーム、サービス付き高齢

者向け住宅 

２００箱 

大人用不織布マスク 

（１箱５０枚入り） 

短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居

宅介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通

所リハビリテーション 
８０箱 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、

介護予防支援（地域包括支援センター）、福祉用具貸与・販売 
４０箱 

 

※ 職員の使用を想定して配布しますが、感染防止対策のため施設等のご判断により利用者等へ

配布することを妨げるものではありません。 

※ 同一住所に複数の施設等がある場合（運営法人が異なる場合も含む。）、一括して送付いた

します。（上表の配布数量を目安としてご利用ください。）なお、同一住所の施設等への配布

数量は６００箱を上限として調整しています。 

  

３ 配布時期、配布方法 

  令和２年７月３日以降、順次、トナミ運輸株式会社から直接送付   

 

※ １ケースあたり４０～６０箱入りの段ボールにて配送しますので、予め保管場所の確保につ

いてご配慮ください。（段ボールサイズの目安：縦 60㎝×横 45 ㎝×高さ 40 ㎝） 

※ 物品が届かない場合は、令和２年７月 27日以降、下記事務担当までお問合せください。 

 

 [事務担当] 施設・居宅サービス係 

TEL：076-444-3414   


